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◆複雑化する実務 

 今年施行された改正育児・介護休業法の施行に伴い、従来の育児休業給付金に加え、出生後休業支援

給付金や育児時短就業給付金が新設され、申請書類や要件等がそれぞれ異なり、実務が複雑化してきて

います。そして申請から給付まで、時間がかかることも問題になっています。 

 

◆コールセンターの設置 

 厚生労働省は、それらの問題を踏まえ 11月 17日に「育児休業等給付専用のコールセンター」を設置

しました。育児休業等給付に関する制度内容や申請手続、電子申請の処理状況の目安に関して、問い合

わせに応じてもらえます。

 

◆問い合わせの対象となる給付金 

・育児休業給付金（支給期間の延長を含む） 

・出生時育児休業給付金 

・出生後休業支援給付金 

・育児時短就業給付金 

 

 

 

◆問い合わせの対象となる内容 

・給付金の内容や支給要件を知りたい 

・支給額がどのように計算されるか知りたい 

・給付金の申請手続を知りたい 

・支給時期や電子申請の処理の目安を聞きたい 

 ※具体的な支給日の回答は行われない 

 

 実務担当者にとっては、制度理解と、申請手続の管理、そして社内体制整備が必須実務となるでしょ

う。不明な点は、このコールセンターを活用してクリアしていきましょう。 

【厚生労働省「育児休業等給付専用のコールセンターを設置します」】 

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001593629.pdf 
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◆国民生活センター・東京労働局が注意喚起 

 

国民生活センターは、「失業保険の受給額や受給期間が増える」とうたう申請サポートに関する相談

が増えているとして、注意を呼びかけました。東京労働局も同様に、「失業保険の金額・期間を増やせ

る」と宣伝する業者に関するトラブルへの注意喚起を発信しています。失業保険は、ハローワーク（公

共職業安定所）での申請と審査に基づき支給される公的支援制度であり、外部事業者が給付内容を増や

せるものではありません。 

 

◆過度な宣伝と解約をめぐるトラブルが多発 

 

全国の消費生活センターには、「サポートを依頼すれば受給額が増えると思ったが実際には増えなか

った」「途中で解約を申し出たところ高額な違約金を請求された」といった相談が寄せられています。

申請サポート契約の中には、広告や勧誘の段階で過度な期待を持たせる表現が使われているケースもあ

り、契約内容の理解不足によるトラブルが増えています。契約前に、サービス内容と費用、解約条件が

妥当かどうかを慎重に確認することが重要です。 

 

◆不正受給を促す悪質な事例も 

 

さらに深刻なのは、不正受給を促すかのような誘導が見ら

れる点です。実際にはメンタル不調がないにもかかわらず

「うつ病と診断されるためのマニュアル」が送られてくるな

ど、虚偽の申請を促すケースが報告されています。不正受給

が行われた場合、受給者本人が返還・納付を命じられるほ

か、詐欺罪などの刑事罰の対象となる可能性があります。事

実と異なる申告を求められた場合は、絶対に応じてはいけま

せん。 

失業保険は再就職を支援する大切な制度です。事業者との契約に不安を感じた場合やトラブルが生じ

た場合は、すぐに最寄りの消費生活センター等へ相談しましょう。 

 

【国民生活センター「失業保険の給付額等を増やすことができるとうたう申請サポートに注意 ─不正

受給を促すかのようなケースも！─」】 

https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20251203_1.pdf 

 

【東京労働局「「失業保険の金額・期間を増やせる」とうたう申請サポートにご注意ください。」】 

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/newpage_01662.html 
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◆４月から自転車にも「青切符」制度が導入 

 

道路交通法の改正により 2026 年４月から、自転車の交通違反に「交通反則制度」（いわゆる「青切符」

制度）が導入されます。この青切符は自動車の交通違反の際に広く行われている違反処理の方法で、今ま

では自転車には導入されていませんでした。 

これまでは自転車の交通違反が検挙されると、いわゆる「赤切符」（飲酒運転など特に悪質性・危険性

が高いものに適用）等を用いた刑事手続による処理が行われていましたが、青切符の導入により、手続的

な負担を軽減するとともに、違反者に前科がつくことをなくしつつ、実効性のある責任追及が可能とな

るものとされています。 

 

◆青切符により検挙される違反例 

 

青切符により検挙される違反の一例として、信号無視（反則金 6,000 円）、一時不停止（同 5,000 円）、

携帯電話使用（同 12,000 円）、制動装置（ブレーキ）不良（同 5,000 円）等が挙げられます。 

青切符導入後も、自転車の交通違反に対しては基本的に「指導警告」を実施し、交通事故の原因となる

ような、「悪質・危険な違反」は検挙の対象とするとされていますが、検挙の対象が広がったことで、自

転車の交通違反については取締りが強化されることになります。 

 

◆従業員への周知を 

 

通勤等で自転車を使用する従業員もいるところ、自転車への青切符導入は個人としては当然知ってお

くべき改正です。一方、業務において重大事故が起こった場合などは、企業に使用者責任が問われるケー

スなども想定されます。自転車の交通違反への取締り強化が進む中、自転車への青切符導入や、自動車の

みならず、自転車の交通違反防止については、ぜひ従業員に周知していきたいところです。 

 

 

【警視庁「道路交通法の改正について（青切符についても含む）」】 

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/cycle_kaisei.html 
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◆教員に対する「社会通念を超える要望等」とは？ 

 

12月 2日、東京都教育委員会は有識者会議にて、教員へのカスハラ対応指針案（以下、「案」といい

ます）を公表しました。 

案では、「社会通念を超える要望等」を「著しい迷惑行為で勤務環境を害するもの」とし、具体例で

は「業務に支障が生じるような長時間の居座りや電話」「多項目に及ぶ質問に対する書面回答の要求」

「児童・生徒や教職員の個人情報を教えるように要求」などを示しています。 

 

◆迷惑行為等への対応の流れは？ 

 

 標準的な対応手順としては、相談等に丁寧かつ誠実に対応することを基本としつつ、当初から２人以

上で対応する、３回目以降は管理職中心への対応にシフトするとともに弁護士への相談を開始する、４

～５回目には弁護士等も同席（状況に応じて弁護士が単独で対応）する、を示しています。さらに５回

目以降に弁護士等から第三者的な場への相談を打診し、保護者等が行為をやめず、業務に支障が生じる

と判断した場合、行為中止の要請等をした上で対応を終了するとしています。 

 

◆教職員のメンタルヘルスケアはどうする？ 

 

「相手の言動は自分の責任ではない」と意識することで、心理的な負担を減らすことができるとメンタ

ルヘルスケアの効果を示し、「一人で抱え込ませない」「相談室等への案内」「いわれのない誹謗中傷の

削除」といった取組みを挙げています。 

 また、対応終了後も保護者等との関係性は続くことから、弁護士等による保護者等への状況の確認な

ど必要に応じてフォローアップを行うことや、事案の検証と共有を行うことも大切だとしています。 

【東京都教育委員会「学校と家庭・地域とのより良好な関係づくりに係る有識者会議（令和７年度第５

回）」】 

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/basic/council/sonota/school_home_community_relationship 
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